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1 

 

◇教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部を改正する訓令について 

 

１ 規則の改正理由 

  管理監督職勤務上限年齢による降任（いわゆる役職定年）（地方公務員法第２８条の２第１項に基づ

く降任）については、本人の勤務状況等（同法第２８条第１項に基づく降任）又は本人の意に起因しな

い、法に基づく降任であり、他の降任と区別した発令とするため。 

   

２  改正概要 

（１）降任について管理監督職勤務上限年齢による降任（地方公務員法第２８条の２第１項の規定により

現に有する職より下位の職を命ずる場合）の記載を追記する。 

（２）施行期日は、県公報掲載日とする。 

 



教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部を改正する訓令 

 

教育委員会事務部局職員の任免発令規程（昭和44年鳥取県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

職員の任免の発令の形式  職員の任免の発令の形式  

第１ 一般職の職員（第２及び

第３に掲げる職員を除く。）

の場合 

 第１ 一般職の職員（第２及び

第３に掲げる職員を除く。）

の場合 

 

１・２ 略  １・２ 略  

３ 降任（現に有する職より

下位の職を命ずる場合。

（３の２に該当する場合を

除く。）） 

鳥取県……に任命する 

 

……勤務を命ずる 

 

 

 

 

……を命ずる 

期限（任期）の定めのない

職員となる 

 

 

 

 

○職員の種類を異動さ

せる場合に限る。 

○所属課所を変更する

場合に限る。ただ

し、所属課所の長へ

の降任の場合を除

く。 

 

○勤務延長職員、定年

前再任用短時間勤務

職員又は暫定再任用

職員が期限又は任期

の定めのない職員と

なる場合に限る。 

３ 降任（現に有する職より

下位の職を命ずる場合） 

 

 

鳥取県……に任命する 

 

……勤務を命ずる 

 

 

 

 

……を命ずる 

期限（任期）の定めのない

職員となる 

 

 

 

 

○職員の種類を異動さ

せる場合に限る。 

○所属課所を変更する

場合に限る。ただ

し、所属課所の長へ

の降任の場合を除

く。 

 

○勤務延長職員、定年

前再任用短時間勤務

職員又は暫定再任用

職員が期限又は任期

の定めのない職員と

なる場合に限る。 

３の２ 管理監督職勤務上限

年齢による降任（地方公務

員法第28条の２第１項の規

定により現に有する職より

下位の職を命ずる場合） 

鳥取県……に任命する 

 

……勤務を命ずる 

 

……を命ずる 

 

 

 

 

 

○職員の種類を異動さ

せる場合に限る。 

○所属課所を変更する

場合に限る。 

 

  

 ４～59 略   ４～59 略  

第２～第４ 略  第２～第４ 略  

  

附 則 

この訓令は、令和７年月日（県公報の登載日）から施行する。 


